
政
令
第
百
五
十
八
号

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
十
一
条
並
び
に
国
家
公
務
員
退
職

手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
五
条
の
三
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
各
号
、
同
法
第
六
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
六
条
及
び
第
六
条
の
二
各
号
並
び
に
同
法
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三

項
第
四
号
並
び
に
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
条
の
四
」
を
「
第
九
条
の
八
」
に
、
「
第
九
条
の
五
」
を
「
第
九
条
の
九
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三



号
中
「
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
十
一
年
以
上
二
十
五
年

未
満
の
期
間
勤
続
し
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

三

定
年
の
定
め
の
な
い
職
を
職
員
の
配
置
等
の
事
務
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者

四

次
に
掲
げ
る
職
を
職
員
の
配
置
等
の
事
務
の
都
合
に
よ
り
定
年
に
達
す
る
日
前
に
退
職
し
た
者

イ

各
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
又
は
各
議
院
法
制
局
の
法
制
局
長
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
各
議
院
の
議
長
の
同
意

（
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も

の
を
除
く
。
）
を
得
た
職

ロ

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
た
職

ハ

裁
判
官
訴
追
委
員
会
の
委
員
長
又
は
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
長
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
両
議
院
の
議
長
の

同
意
及
び
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
の
承
認
を
得
た
職
（
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
に
あ
つ
て
は
事
務
局
長
及
び

事
務
局
次
長
の
職
に
限
り
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
事
務
局
に
あ
つ
て
は
事
務
局
長
の
職
に
限
る
。
）

ニ

参
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
参
議
院
の
調
査
会
長
の
同
意
を
得
た
職

ホ

参
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
参
議
院
の
憲
法
審
査
会
の
会
長
の
同
意
を
得
た
職



ヘ

任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
内
閣
の
承
認
を
得
た
職

ト

内
閣
が
そ
の
任
免
を
行
う
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職

チ

会
計
検
査
院
長
が
会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
官

の
合
議
で
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
任
免
及
び
進
退
を
行
う
職
（
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
事
務
総
長
、
事
務
総
局
次

長
及
び
局
長
並
び
に
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
官
房
に
置
か
れ
る
総
括
審
議
官
の
職
に
限
る
。
）

五

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
実
施
期
間
の
初
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の

要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
同
項
に
規
定
す
る
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
と
な
る
た
め
に
退
職
し
た
者

第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続
す
る
こ

と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続
す

る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
た
者
で
あ
つ
て
、
前



条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
退
職
の
理
由
の
記
録
）

第
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
等
（
以
下
「
各
省
各
庁
の
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
三

条
各
号
（
第
一
号
中
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者
に
係
る
部
分
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
退
職
の
理
由
に
つ

い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
中
「
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
」
を
削
る
。

第
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
中
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条

第
一
項
」
に
、
「
百
分
の
二
（
退
職
日
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ

る
場
合
に
は
、
百
分
の
一
）
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

退
職
日
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
職
員

百
分
の
一

二

退
職
日
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
一
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
以
上
同
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す



る
額
未
満
で
あ
る
職
員

百
分
の
二

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退

職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
）

第
五
条
の
三
第
五
項
中
「
百
分
の
二
（
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す

る
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
百
分
の
一
）
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

特
定
減
額
前
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
職
員

百
分
の

一
二

特
定
減
額
前
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
一
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
以
上
同
表
四
号
俸
の
額
に
相

当
す
る
額
未
満
で
あ
る
職
員

百
分
の
二

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退

職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
）

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号



に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ

て
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
六
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
」
を
削
る
。

第
九
条
の
五
を
第
九
条
の
九
と
し
、
第
二
章
中
第
九
条
の
四
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
募
集
実
施
要
項
の
記
載
事
項
）

第
九
条
の
五

法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
七
に
お
い
て
「
募
集
」
と
い
う
。
）
の
対

象
と
な
る
べ
き
職
員
の
範
囲

二

法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
募
集
実
施
要
項
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
「
募
集
実
施

要
項
」
と
い
う
。
）
の
内
容
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
説
明
会
を
開
催
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三

法
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
応
募
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
「
応
募
」
と
い
う
。

）
又
は
応
募
の
取
下
げ
に
係
る
手
続

四

法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
予
定
時
期



五

第
九
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
時
点
で
募
集
の
期
間
が
満
了
す
る
も
の
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項
に
規
定

す
る
応
募
上
限
数

六

募
集
に
関
す
る
問
合
せ
を
受
け
る
た
め
の
連
絡
先

七

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
募
集
実
施
要
項
に
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
範
囲
を
記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
範
囲

に
含
ま
れ
る
職
員
の
数
が
募
集
を
す
る
人
数
に
一
を
加
え
た
人
数
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
募
集
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
募
集
実
施
要
項
に
募
集
の
期
間
を
記
載
す
る
と
き
は
、
そ
の
開
始
及
び
終
了
の
年
月
日
時
を
明
ら

か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
か
ら
除
か
れ
る
処
分
）

第
九
条
の
六

法
第
八
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
ら
な
い
で

管
理
又
は
監
督
に
係
る
職
務
を
怠
つ
た
場
合
に
お
け
る
懲
戒
処
分
と
す
る
。

（
募
集
の
期
間
の
延
長
等
に
係
る
手
続
）



第
九
条
の
七

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
募
集
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
募
集
の
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
募
集
の
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
及
び
延
長
後
の
募
集

の
期
間
の
終
了
の
年
月
日
時
を
当
該
募
集
の
対
象
と
な
る
べ
き
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

各
省
各
庁
の
長
等
が
募
集
実
施
要
項
に
募
集
の
期
間
の
終
了
の
年
月
日
時
が
到
来
す
る
ま
で
に
応
募
を
し
た
職
員
の
数
が

募
集
を
す
る
人
数
以
上
の
一
定
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
応
募
上
限
数
」
と
い
う
。
）
に
達
し
た
時
点
で
募
集
の
期
間

は
満
了
す
る
も
の
と
す
る
旨
及
び
応
募
上
限
数
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
応
募
を
し
た
職
員
の
数
が
応
募
上
限
数
に
達

し
た
時
点
で
募
集
の
期
間
は
満
了
す
る
も
の
と
す
る
。

４

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
募
集
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
募
集
の
対
象

と
な
る
べ
き
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
す
べ
き
期
日
の
変
更
に
係
る
手
続
）

第
九
条
の
八

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
法
第
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う

。
）
を
行
つ
た
後
に
生
じ
た
事
情
に
鑑
み
、
認
定
を
受
け
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
応
募
者
」
と
い
う
。
）



が
同
条
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
退
職
す
べ
き
期
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
退
職
す
べ
き
期
日
」
と
い
う
。
）
に
退

職
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
能
率
的
運
営
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

認
定
応
募
者
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
明
示
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
退
職
す
べ
き
期
日
の
繰
上
げ
又

は
繰
下
げ
に
つ
い
て
当
該
認
定
応
募
者
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
た
と
き
は
、
公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
限
度
で
、
退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
、
又
は
繰
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
、
又
は
繰
り
下
げ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
新
た
に
定
め
た
退
職
す
べ
き
期
日
を
当
該
認
定
応
募
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
目
次
及
び
第
五
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
九
条
の
五
を
第
九
条
の
九
と
し
、
第
二
章
中
第
九
条
の
四
の
次
に
四
条
を



加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
先
行
募
集
可
能
期
間
に
お
け
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
次
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
「
先
行
募
集
可
能
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た

め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（

次
項
に
お
い
て
「
新
退
職
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
条
の
三
の
政
令
で
定
め
る
年
齢
」

と
あ
る
の
は
、
「
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
十
五
年
を
減
じ
た
年
齢
」
と
す
る
。

２

新
退
職
手
当
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
等
は
、
先
行
募
集
可
能
期
間
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に

よ
る
募
集
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
募
集
実
施
要
項
に
記
載
す
る
退
職
す
べ
き
期
日
又
は
期
間

を
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
以
後
の
期
日
又
は
そ
の
初
日
が
同
日
以
後
の
日
で
あ
る
期
間
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

先
行
募
集
可
能
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
中
「
各
省
各
庁
の
長
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
法

第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
等
（
以
下
「
各
省
各
庁
の
長
等
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
三
条

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
四
項
第
三
号
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。



理

由

国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
に
伴
い
、
定
年
前
に
退
職
す
る
意
思
を
有
す
る
職
員
の
募
集
に
係
る
募
集
実
施
要
項
の
記
載
事
項
等
を
定
め
る
ほ
か

、
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
を
拡
充
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


